
事務手続（単品スライド）

受注者 岩見沢市

（工期の２か月以上前）

【様式第単１－１号】

※【様式第単１－２号】

※市から受注者へ請求

①単品スライドの請求

②協議開始日の通知

④第○回設計変更

（スライド額算定に必要な

数量等を確定させる）

③請求額計算書の提出

（必要に応じ、随時）

【様式第単３号】

⑤設計変更承諾

⑥スライド協議開始

（４５日以上） （１４日以内）

⑦協議終了（額の決定）
（協議が整わない場合、

市の決定を受注者に通知）

⑨変更契約締結

工期末

（１４日以内）

【様式第単２－１号】

※【様式第単２－２号】

※市から受注者へ請求

⑧承諾書

【様式第単５号】

※議決案件の場合に限る

（２か月以上）

【様式第単４－１号】

【様式第単４－２号】

(協議開始日)


